
前橋市監査委員公表第４号 

 

前橋市長から工事監査の結果に対する措置について通知がありましたので、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、別紙のとお

り公表します。  

令和２年５月８日  

 

前橋市監査委員  根 岸 隆 夫      

   同     田 村 盛 好      

   同     阿 部 忠 幸      

   同     金 井 清 一      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



水道局工事監査結果に係る措置通知書 
 

                                                                  措置日 令和２年３月２７日   
監   査   結   果 

（指摘・要望事項） 
指摘事項に対する措置内容及び 

要望事項に対する考え方等 

【監査対象所属：水道整備課】 

 
１ 電子納品ガイドライン【土木工事編】の適

切な運用について（要望事項） 

水道施設等耐震化事業 配水幹線布設替工

事（国老第３号）ほか６工事において、工事

写真を電子媒体として提出するに当たり、下

記の事項が見受けられたことから、電子納品

ガイドライン【土木工事編】の運用方法につ

いて適切に理解するとともに、対象工事にお

ける特記仕様書の記載方法について所管する

契約監理課と打ち合わせを行い適切な運用を

図られたい。 

  (1) 上水道工事（管径３５０ｍｍ以下の管工

事を除く）の電子納品対象工事について 

特記仕様書に電子納品の対象工事である

ことを明示すべきところ、水道工事標準仕

様書に記載していることから、明示されて

いなかった。また、電子納品ガイドライン

に基づく、事前協議、電子媒体納品書、チ

ェック結果及び電子データの内容確認の全

部、若しくはその一部について協議、提出

又は確認されないまま受理していた。 

  (2) 上水道工事（管径３５０ｍｍ以下の管工

事）の電子納品対象外工事について 

水道工事写真管理要領において、電子納

品対象外工事であっても工事写真を電子媒

体として提出する場合は、電子納品ガイド

ライン及び群馬県土木工事写真管理要領に

従うことと記載しているにもかかわらず、

同ガイドラインに基づく、事前協議、電子

媒体納品書、チェック結果及び電子データ

の内容確認の全部について協議、提出並び

に確認されないまま受理していた。 

 
 

 

 

 
 

 

(1)上水道工事（管径３５０ｍｍ以下の管工

事を除く）の電子納品対象工事については、

下記のとおり特記仕様書に記載することとし

た。 

「本工事は、電子納品対象工事である。 

電子納品ガイドライン【土木工事編】に基

づき、着手時に事前協議を行い、協議結果に

合わせ成果品と電子媒体納品書等を提出する

こと。 

なお、工事写真が電子媒体によらない場合

は、事前協議を行い、群馬県土木工事写真管

理要領による工事写真帳と原本を各１部提出

すること。」 

また、発注者は、電子納品ガイドラインに

基づき事前協議を行い、電子媒体納品書等を

受理し、電子データの内容確認時にチェック

シートを使用することを確認した。 

(2)上水道工事（管径３５０ｍｍ以下の管工

事）の電子納品対象外工事については、下記

のとおり特記仕様書に記載することとした。 

「本工事は、電子納品対象外工事である。

工事写真の提出について監督員と打合せを行

うこと。工事写真が電子媒体によらない場合

は、群馬県土木工事写真管理要領による工事

写真帳と原本を各１部提出すること。 

なお、工事写真等を電子納品する場合は、

電子納品ガイドライン【土木工事編】に基づ

いた、事前協議を行い、協議結果に合わせ成

果品と電子媒体納品書等を提出すること。」 

また、発注者は、電子納品により成果品を

受理する場合は事前協議を行い、電子媒体納

品書等を受理し、電子データの内容確認時に

チェックシートを使用することを確認した。 

 



都市計画部工事監査結果に係る措置通知書 
 

                                                                  措置日 令和２年３月２３日   
監   査   結   果 

（指摘・要望事項） 
指摘事項に対する措置内容及び 
要望事項に対する考え方等 

【監査対象所属：市街地整備課】 

 
 １ 高所からの墜落防止措置等について（指摘

事項） 

   防災・安全交付金（街路）橋梁上下部工工

事（市整第１号）において、橋台を施工する

ため現況地盤から深さ約３．７ｍまで掘削し

たものであるが、労働安全衛生規則の規定に

適合する高所からの墜落防止措置等の対策が

されていなかった。また、現況地盤から掘削

地盤まで、はしごを設置したものであるが、

はしごの上端が作業床から６０ｃｍ以上突出

していなかった。 

   労働安全衛生規則第５１９条及び第５５２

条では、高さが２ｍ以上の作業床の端、開口

部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそ

れのある箇所には、高さ８５ｃｍ以上の手す

りを設けなければならないと規定され、また、

労働安全衛生規則第５５６条第５項では、は

しごの上端を床から６０ｃｍ以上突出させる

ことと規定されていることから、受注者に対

する安全管理の指導徹底を図るよう改善され

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

高所からの墜落防止措置等については、現

場実査において指摘を受けた後、速やかに労

働安全衛生規則を基に、開口部には手すり及

び幅木を設置し、はしごに関しては、手すり

付きの階段を設置することとして改善した。 

今後も発注する各現場において、労働者の

安全確保を第一に受注者に対して安全管理の

指導徹底を図っていきたい。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	02-2公表文
	03 措置通知書（各課）公表用

